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熱帯林の減少など自然資源管理が関係する環境問題においては、森やその近隣に暮らす

先住民による自然資源の管理制度が着目されている。そこの地域の論理に基づいた管理の

しかたを理解しようとするためである。本研究では、マレーシア、サラワク州のイバン人

の自然資源の所有、および土地の相続を事例として、彼らの自然資源管理について検討し

た。現地調査は、 2005年 3月、 4月におこなった。

I自然資源の所有l

ここ数十年の聞に、イパンの土地所有制度が変化し、近代的土地所有制度のあり方に似

てきたことが明らかになった。たとえば、土地の保有者のみがそこに生育する植物を利用

できるという例が多くみられた。 さらに、他のロングハウスに居を移しても、元のロング

ハウスの土地の保有権を維持する例が少ないながらきかれた。この背景には、都市化や地

方都市への道路によるアクセスがよくなったことにより、土地、自生の有用植物、果物な

どの自然資源が売買の対象となり、それらの価値が高まってきたことがある。

しかし、その変化はイパン社会全体で一律に、急激には引き起こされない。制度が変化

する過程では、異なる制度認識を持つ個人間あるいは集団間で自然資源の所有をめぐって

対立がおきる。その際は、彼らの間で合意がとられつつ解決が図られる。合意のとられ方

は、多数決ではなく、話し合いが基本となるため時間がかかる。このような合意の過程を

さまざまな地域で繰り返し経つつ、制度は徐々に変化するからである。

I土地の相続l

し、くつかのイパン村落において、慣習に基づく土地の相続方法について聞き取りをおこ

なった。その結果、ビレックの財産には、そこの構成員それぞれに取り分があり、それは

婚姻、血筋、土地開拓や管理の貢献度によって決まることがわかった。ピレックの長は、

ビレックの財産を適切に管理し、つぎの後継者に引き継ぐ責務をもっ。後継者は、直系の

血筋の者で、彼/彼女は親の老後の世話をし、死を看取る。ビレックの継承が途切れること

を強く恐れ、子がし、ない場合は甥や姪を養子に迎える。相続の際の土地分配は、その原則

が明確に決まっており、土地所有は子に強し、権利があることがわかった。

イパン人は、土地を稲作のための大切な場として認めている。古い先祖から引き継いで

きた土地の存在を誇りとし、それらをビレックの継続とともに、子々孫々に引き渡してい

くものであると考えている。土地利用の決定は、短期的な利益のみによって判断されない、

より長期的な視点を持っておこなわれる。土地利用の持続性を担保するうえで重要な考え

方を有しているといえよう。イパン人にとって土地は世代聞に渡る共有の資源であるよう

だ。

近年、州政府は、先住民の領域に広大な休閑二次林をオイルパームプランテーションの

ように単一作物によるより経済的利益の上がる土地利用へ転換しようとしている。そうい

った開発を広い範囲で一気に、一様に進ませないような自然資源所有制度をイパン人はな

お有している。
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